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「細則２－３ 可搬式制御機器の使用に係る自主保安基準」の解説 

 

可搬式制御機器は、顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所（以下「セルフＳＳ」という。）にお

いて、顧客に給油許可等を出すことができる携帯型の制御装置です。 

令和２年国通知により、制御卓の制御装置によらず、可搬式制御機器を使用して給油許可を出す

ことが認められました。 

当該通知により、可搬式制御機器を使用するセルフＳＳは、可搬式制御機器の取扱い基準である

細則２－３を定める必要があります。 

関係通知：【Ｒ２.３.27消防危 87】【Ｒ６．９．24消防危 279】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ＩＥＣ」とは国際電気標準会議の

ことで、電気・電子に関する国際規格

です。 

「ＪＩＳ」とは日本産業規格のこと

で、日本の規格です。 

「防爆構造」は、電気機械器具防爆

構造規格（昭和 44 年労働省告示第 16

号）等に適合するものです。 

防爆構造のもの又は「IEC 60950－

1」、「JIS C 6950－1」、「IEC 62368－

1」、「JIS C 62368－1」のうちいずれ

かの基準に適合したものを使用する

必要があると国通知で示されていま

す。 

「情報提供型ＡＩシステム」とは、

「セルフ給油取扱所において給油の

許可の判断に資する情報を従業員へ

提供するＡＩシステム」のことです。 

情報提供型ＡＩシステムを導入す

るセルフ給油取扱所は、「細則２－12 

情報提供型ＡＩシステムを導入する

顧客に自ら給油等をさせる給油取扱

所の自主保安基準」について定める必

要があります。 

 
「監視制御装置」とは監視カメラ等

の機器やソフトウェア等で構成され

る情報提供型ＡＩシステム等を想定

しています。 

施設の実態に応じて変更、削除して

ください。また、特記すべき事項があ

る場合、追加で記載してください。 

近傍以外の場所は給油取扱所の敷

地内に限ります。情報提供型ＡＩシス

テム等が停止している間は、固定給油

設備や給油空地の近傍から直接顧客

の給油等の状況を視認する必要があ

ります。 
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